
令和４年１月２７日開催教育委員会会議記録 

１ 開会・閉会等について 

開催日 令和 4年 1月 27日（木） 

場  所 教育委員会室 

開  会 午前 9時 00分 

閉  会 午前 9時 50分 

 出席委員    

 教   育   長  加 藤  裕 之  

 委       員  阿 部  博 道  

 委       員  淺 松  三 平  

 委       員  白 石  祐 一  

 委       員  岸 田  玲 子  

 説明のために出席した職員    

 教育委員会事務局次長  青 木   剛  

 
教育委員会事務局参事 

（庶務課長事務取扱） 
 宮 本  知 幸  

 学 務 課 長  西 村  克 己  

 指 導 室 長  加 藤  康 弘  

 すみだ教育研究所長  宮 本  佳 代 子  

 地域教育支援課長   堀  啓 一  

 ひきふね図書館長   高 村  弘 晃  

 

２ 議題について 

（１）議決事項 

議案第２号 墨田区立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則について 

議案第３号 教育委員会関係議案（墨田区立校外学園条例を廃止する条例）の作成に伴う

意見聴取について 

議案第４号 教育委員会関係議案（幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例）の作成に伴う意見聴取について 

議案第５号 教育委員会関係予算案に関する意見聴取について 

（２）報告事項 

第１ 教育課題の進捗状況について（資料１）  

第２ 寄付者への感謝状の贈呈について（その１）（資料２） 



第３ 寄付者への感謝状の贈呈について（その２）（資料３） 

第４ 令和４年度図書館等の蔵書点検に伴う休館について（資料４） 

 

３ 会議の概要について 

○ 教育長 それでは、本日の教育委員会を開会いたします。本日の会議録署名人は、岸田委員に

お願いします。本日の日程ですが、議案第３号、議案第４号及び議案第５号については、行政

運営上の審議情報に関わる案件であることから、秘密会として審議したいと思いますが、いか

がでしょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○ 教育長 それでは、議案第３号、議案第４号及び議案第５号については、秘密会として執り行

うことといたします。なお、会議の進行については、報告事項が終了した後、秘密会に入るこ

とといたします。 

 

議決事項第２・・・資料番号【2-1～2-16】 

議案第２号「墨田区立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則について」を上程し、

庶務課長が資料のとおり説明する。 

○ 教育長 ただいまの報告について、何かご質疑、ご意見はございますか。 

  （質疑なし） 

○ 教育長 それでは、議案第２号は、原案どおり改正することにしたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○ 教育長 それでは、原案どおり改正することにします。 

 

報告事項第１・・・資料番号【資料1-1～1-4】 

「教育課題の進捗状況について」、指導室長、すみだ教育研究所長、ひきふね図書館長が資料

のとおり説明する。 

〇 指導室長 （「新学習指導要領への対応」、「オリンピック・パラリンピック教育の推進」に

ついて説明。） 

○ 教育長 ただいまの報告について、まず、新学習指導要領への対応について、何かご質疑、ご

意見はございますか。 

  （質疑なし） 

○ 教育長 続いて、オリンピック・パラリンピック教育の推進について、何かご質疑、ご意見は

ございますか。 

  （質疑なし） 

○ すみだ教育研究所長 （「学力向上新３か年計画（第２次）の推進」について説明。） 

○ 教育長 ただいまの報告について、何かご質疑、ご意見はございますか。 

  （質疑なし） 

○ ひきふね図書館長 （「子ども読書活動推進計画（第４次）の推進」について説明。） 

○ 教育長 ただいまの報告について、何かご質疑、ご意見はございますか。 



  （質疑なし） 

 

報告事項第２及び第３・・・資料番号【資料2-1～3-1】 

「寄付者への感謝状の贈呈について（その１）」及び「寄付者への感謝状の贈呈について（その

２）」、庶務課長が資料のとおり説明する。 

○ 教育長 ただいまの報告について、何かご質疑、ご意見はございますか。 

  （質疑なし） 

 

報告事項第４・・・資料番号【4-1】 

「令和４年度図書館等の蔵書点検に伴う休館について」、ひきふね図書館長が資料のとおり説明

する。 

○ 教育長 ただいまの報告について、何かご質疑、ご意見はございますか。 

  （質疑なし） 

 

○ 教育長 それでは、会議冒頭で説明しましたとおり、議案第３号、議案第４号及び議案第５号

について、秘密会として審議します。その前に、委員の皆さんまたは事務局から何かございま

すか。 

  （質疑なし） 

○ 教育長 それでは、ここから秘密会に入ることといたしますので、傍聴人の方は、係員の指示

に従ってご退出ください。 

 

〈秘密会/教育委員会会議規則第２６条第２項の規定により、別に会議録あり〉 

 

○ 教育長 以上で本日の議事は全て終了しましたので、これで教育委員会を閉会します。 


